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※ 警察庁作成資料より



新たなモビリティ安全対策ワーキンググループの検討結果概要（保安基準について）
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○ 「新たなモビリティ安全対策ワーキンググループ」において、小型低速車の保安基準の項目は、「小型低速
車」（特定小型原動機付自転車）が現在、原動機付自転車に分類されていることに鑑み、その保安基準項目
を基本としつつ、「小型低速車」に特有の構造・必要性も踏まえて、項目の削除・追加を検討することとされた。

原動機付自転車（20km/h未満）の保安基準項目を基本とした装置等

小型低速車に特有の構造・必要性を踏まえ、削除・追加した装置等

接地部・接地圧、制動装置、車体、前照灯、後部反射器、警音器、乗車装置

尾灯、制動灯 ⇒ 車体が小型であることを踏まえ

方向指示器 ⇒ 立ち乗り型が想定されることを踏まえ

識別点滅灯火 ⇒ 保安基準適否の判別の容易さの重要性を踏まえ

歩道通行時モードの判別の容易さの重要性を踏まえ

スピードリミッター ⇒ 最高速度を制限することの重要性を踏まえ

走行安定性 ⇒ 車輪径が非常に小さいことが想定されることを踏まえ

バッテリー安全性 ⇒ リチウムイオン電池は発火の恐れがあることを踏まえ

保安基準項目

走行安定性 段差等を安全に走行できること

警音器

制動装置

前照灯

尾灯、
制動灯

方向指示器

後部反射器

識別点滅灯火

バッテリーの安全性

※最高速度の設定に応じて、
色と点滅周期が変化

※ 2系統必要

スピードリミッター 設定最高速度を超えて加速しないこと

【引き続き必要な装置等】

番号灯、緊急制動表示灯、速度計

【引き続き不要な装置等】

【追加した装置等】

【削除した装置等】

後写鏡 ⇒ 通行場所を踏まえ

消音器（騒音） ⇒ 電動かつ小型であり、軽量であることが想定されるこ
とを踏まえ

接地部・接地圧

乗車装置

車体

道路を破損する恐れのないこと

堅牢で運行に十分耐えること

安全な乗車を確保できること


